
① ④
このカレンダーは広告主の協賛により製作されたものです。 【広告】に関するお問い合わせは … 株式会社アドフレックス ☎093-967-2417

燃やせるごみ 島原市指定ごみ袋に入れて出してください。 
生ごみの水切りは、十分にお願いします。

その他
プラスチック

資源ごみ

生ごみ 使い古しの油

木製の家具・
イス・タンス類

ゴムホース

ふとん・
カーペツトなど

木・枝・
竹切れ

衣類・バッグ・
くつ・ベルト類

落ち葉・
草類

 缶 ペットボトル

50cm以下に分解・切断
し、指定ごみ袋に入れて
出してください！

島原市
指定ごみ袋

① ②

市で収集するのは、家庭から出る『資源』と『ごみ』だけです！

水切りは、十分に 紙や布にしみ込ませて
紙おむつ
汚物は取り除いて

プラスチック製容器包装

『資源』と『ごみ』の分け方・出し方

バケツ、洗面器、CD・DVD
プラ製のおもちゃ、
食品保存容器など

その他プラスチック・その他不燃物は、それぞれ中身が見える半透明または透明の袋に入れて出してください。
※袋に入らない物は、紙に「不用」と書いて、貼って出してください。

その他不燃物

灯油を
使い切って

小型家電製品
掃除機、電子レンジ、
炊飯器、アイロン、
扇風機など

それぞれ分けて品名を記入して出すもの

乾電池

水銀を含む
体温計・血圧計

ライター
事故防止のため、
必ず使い切ってから
出してください

ガスボンベ・
スプレー缶

リチウムイオン電池や
ニカド電池などの充電式
電池は電気店などへ 危なくないように紙に包んで

われもの・刃物

※電動式は、
　バッテリーを
　はずして出して
　ください
　バッテリーは、
　家電量販店などへ

自転車ガラス・
陶器類

金属類

ストーブ、
ファンヒーター

カップ、パック、食品トレイ、ペットボトルのラベルとキャップ、
菓子袋、レジ袋、ボトル、発泡スチロール

新聞・チラシ

段ボール

古紙類 汚れを取り除いて、ひもで十字にしばるか、
紙袋又は透明（半透明）のビニール袋に入れて出してください。

キャップ、ラベルは
プラスチック製容器包装ジュース、酒、ビール、

栄養ドリンク、調味料
日
本
酒

ビン

（目標／一人1日当たりの燃やせるごみ量：1025gを850gまで削減）

燃やせるごみには、紙ごみ（古紙類）と生ごみが多く含まれていますので、分別と水切りを行えばごみ量は減らせます。
目標達成に向けて皆でかんばりましょう！

詳しい『ごみの分別区
分』は、ホームページに
も掲載しています。

島原市公式LINEに
ごみ自動応答機能を
追加しました。

4万人のごみ減量プロジェクト

缶・ビン・ペットボトル・プラスチック製容器包装は  中を洗って
それぞれ中身が見える半透明または透明の袋で出してください。 

減量に向けて ①紙ごみ（古紙類）の分別 ②生ごみの水切り を取り組みましょう。

市民 ONE TEAM となってがんばりましょう！

ジュース、ビール、缶詰、
菓子缶等
※つぶさないで
　出してください。

※つぶさないで
　出してください。

・包装紙類

・紙箱類

・シュレッダー紙

・台紙類
・紙袋類

・雑誌紙製容器包装・雑誌・雑がみ

・紙カップ類

・メモ紙

収集曜日 収 集 町 名搬出時刻

 
 

午
前
８
時

月
曜
・
木
曜

月曜・木曜日以外のごみ収集日（代替収集）

特別にごみを収集する日（年末）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月

令和６年 令和７年収　集　町　名

資源ごみ その他不燃物資源ごみ その他不燃物

油堀町、長貫町、寺中町、
原口町、中野町、洗切町、
津吹町、中原町、亀の甲町、
三会町、礫石原町、広高野町、
出の川町、出平町、稗田町、
下宮町、大手原町、御手水町

祝日等のためごみ収集がない日

収集日の午前8時までに決められたごみステーションに出してください。

中身が見える半透明または透明の袋に入れて出してください

令
和
６
年

令
和
７
年

令
和
７
年

29日（月）
6日（月）
15日（月）
12日（月）

4月
5月
7月
8月

16日（月）
23日（月）
14日（月）
4日（月）

9月
9月
10月
11月

30日（火）
7日（火）
16日（火）
13日（火）

4月
5月
7月
8月

17日（火）
24日（火）
15日（火）
5日（火）

9月
9月
１0月
１1月

30日（月）12月

14日（火）
25日（火）
21日（金）

1月
２月
3月

2日（木）
13日（月）
２４日（月）
２０日（木）

1月
１月
2月
３月

令
和
６
年

12 26

油堀町、長貫町、寺中町、
原口町、中野町、洗切町、
津吹町、中原町、亀の甲町、
三会町、礫石原町、
広高野町、出の川町、
出平町、稗田町、下宮町、
大手原町、御手水町

●燃やせるごみ、資源ごみ・その他不燃物は、収集日以外には絶対出
さないでください。
●ごみ量、交通状況により、いつも通りの時間に収集できるとは限り
ませんので、必ず決められた時間までに出してください。
●収集した後に出されたごみは、収集いたしません。

島原市指定ごみ袋に必ず入れて出してください

午前8時までに必ず出して下さい。

燃やせるごみ

令和６年

15 28 11 25 9 26 9 27 10 27 11 29 8 22 6 20 10 28 14 28 14 28

三会
地区年度

令和
6

令和6年４月から令和7年３月まで

島原市 ごみ収集日程表
島原市市民部環境課 ☎６３-1111（内線193）問い合わせ先


